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昭
和
７
年
９
月　

日
以
前
に
生

３０

ま
れ
た
方
（
※
一
定
の
障
害
の
あ

る
方
は　

歳
以
上
）
は
、
老
人
保

６５

健
制
度
に
よ
っ
て
診
療
を
受
け
る

こ
と
に
な
り
ま
す
。

　

生
活
保
護
受
給
者
以
外
で
、
ま

だ
老
人
保
健
の
受
給
申
請
を
し
て

い
な
い
方
は
、
市
民
課
国
保
医
療

係
ま
た
は
各
総
合
支
所
市
民
生
活

課
で
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

※
身
体
障
害
者
手
帳
１
〜
３
級
該

当
者
お
よ
び
、
療
育
手
帳
Ａ
判

定
該
当
者

　

一
般
世
帯
の
老
人
保
健
対
象
者

が
入
院
し
た
と
き
は
、
医
療
費
の

１
割（
１
カ
月
の
上
限
額
４
０
、２

０
０
円
、
食
事
療
養
の
標
準
負
担

額
は
１
日
７
８
０
円
）
を
負
担
し

て
い
ま
す
。

　

市
民
税
非
課
税
世
帯
（
低
所
得

者
Ⅱ
）
の
老
人
保
健
対
象
者
に
つ

い
て
は
、「
一
部
負
担
金
限
度
額
適

用
・
標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」

を
医
療
機
関
窓
口
に
提
示
い
た
だ

く
と
、
一
部
負
担
金
の
上
限
額
が

１
カ
月
２
４
、６
０
０
円
、食
事
療

養
の
標
準
負
担
額
が
１
日
６
５
０

円
に
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

こ
の
適
用
を
受
け
る
た
め
に
は
、

入
院
時
に
あ
ら
か
じ
め
認
定
証
の

提
示
が
必
要
と
な
り
ま
す
の
で
、

必
ず
入
院
さ
れ
る
前
に
、「
一
部
負

担
金
限
度
額
適
用
・
標
準
負
担
額

減
額
認
定
証
」
の
申
請
を
し
て
く

だ
さ
い
。

　

な
お
、
外
来
で
診
療
さ
れ
た
場

合
は
、
窓
口
で
医
療
費
の
１
割
を

支
払
っ
て
い
た
だ
き
、
限
度
額
を

超
え
て
支
払
わ
れ
た
分
を
後
日
、

高
額
医
療
費
と
し
て
お
返
し
し
ま

す
。
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ら
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老
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ら
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自己負担限度額
（外来受診＋入院）

自己負担限度額
（外来受診）負担割合区分

40，200 円12，000 円

１割

一般世帯
（市民税課税世帯）

24，600 円

8，000 円

低所得者Ⅱ
(市民税非課税世帯 )

15，000 円
低所得者Ⅰ

（市民税非課税世帯であって、その世帯の所得が
一定基準以下の世帯に属する方）

　

窓
口
に
置
い
て
あ
る
申
請
書
に

必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
左
記
の

も
の
を
お
持
ち
い
た
だ
き
申
請
し

て
く
だ
さ
い
。
た
だ
し
、
同
一
世

帯
内
に
老
人
保
健
対
象
者
が
複
数

い
る
場
合
は
、
そ
れ
ぞ
れ
に
申
請

が
必
要
で
す
。

◇
入
院
時
の
領
収
書

・
過
去
１
年
以
内
に
入
院
さ
れ
て

い
た
方
の
み
、
入
院
日
数
の
確
認

の
た
め
に
領
収
書
が
必
要
で
す
。

◇
印
鑑

◇
老
人
保
健
受
給
者
証

◇
健
康
保
険
証

【
申
請
・
問
合
せ
】

●
市
民
課
国
保
医
療
係
ま
た
は
各

総
合
支
所
市
民
生
活
課

780 円一般世帯
（市民税課税世帯）

650円90日以下低所得者Ⅱ
（過去の入院　
　日数により） 500円90日超　

300円低所得者Ⅰ

限
度
額
適
用
・
標
準
負
担

額
申
請
に
必
要
な
も
の

表 1 医療費の負担限度額（１カ月当たり）

医
療
費
の
減
額
制
度
を

　
　
　

ご
存
知
で
す
か
？

表 2 入院時の食事代（１日当たり）
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10月から 

介護保険施設などの利用料が変わります 

　現在、施設サービス等の利用者には、光熱水費などの居住費や食費の一部を介護保険から支払って

います。一方、在宅で生活している方は、それらの費用を全額自己負担しています。

　そこで、施設サービス利用者と在宅生活者とのバランスをとるために、今年１０月から全国一斉に、

原則として介護保険から支払わず、居住費、食費を利用者の方に負担いただくことになりました。

■負担限度額は、実際には日額で設定されるので、利用日数により１カ月の負担限度額は異なります。
■ユニット型個室や従来型個室などの区分については、利用される施設・事業所に確認してください。
■市民税課税世帯であっても、高齢夫婦の一方が個室に入所され、一定条件に該当する場合には、軽減
の対象となります。

■居住費、食費の軽減を受けるには、事前に申請が必要です。要介護認定を受けており、要件に該当す
る方は、個別に通知します。申請により軽減が受けられると認定された方には、「介護保険負担限度
額認定証」を交付しますので、対象サービスの利用に際し、認定証を施設、事業所に提示してくださ
い。

【問合せ】介護保険課保険係�２４－２４０１または各総合支所健康福祉課

　○特別養護老人ホーム　　○デイサービス
　○介護老人保健施設　　　○デイケア
　○介護養護型医療施設
　○ショートステイ

■居住費、食費が見直されるサービス
の種類

　新たに負担していただく居住費、食費の額は、
施設 ･事業所ごとに設定されるため、利用する施
設 ･事業所により異なる場合があります。このう
ち居住費ついては、個室や大部屋などの形態の違
いによっても異なる料金設定が行われます。

■新たに負担していただく額

所得の低い方は、居住費、食費の負担が軽減されます 

居住費の負担限度額食費の負担限度額利用者の所得等の状況

２５，０００円ユニット型個室

１０，０００円
・老齢福祉年金受給者で世帯全員が市民税非課税の
方
・生活保護を受給されている方

１５，０００円ユニット型準個室および従来型個室

－多床室（大部屋）

２５，０００円ユニット型個室

１２，０００円
・世帯全員が市民税非課税であって、所得金額と課
　税年金収入額の合計がが８０万円以下の方……①

１５，０００円ユニット型準個室および従来型個室

１０，０００円多床室（大部屋）

５０，０００円ユニット型個室

２０，０００円・世帯全員が市民税非課税であって、①以外の方 ４０，０００円ユニット型準個室および従来型個室

１０，０００円多床室（大部屋）

　施設とショートステイを利用される方のうち、所得の低い方は、申請により居住費、食費の負担が

軽減されます。

　所得の低い方の居住費、食費の負担限度額は次のとおりです。

〈１カ月当たりの負担限度額〉


